
企 画 総 務 委 員 会 

令和３年３月２５日 

墨田区組織条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （分掌事務） 

第４条 室及び部の分掌事務は、次のとおり

とする。 

 企画経営室 

  ⑴～⑸ 〔略〕 

  ⑹ 財産の管理に関すること。 

  ⑺ 公共施設等のマネジメントに関する

こと。 

  ⑻ 秘書に関すること。 

  ⑼ 電子計算組織による情報処理に関す

ること。 

 総務部 

  ⑴～⑶ 〔略〕 

  ⑷ 条例の立案、契約その他他の室及び

部に属しないこと。 

 区民部～都市整備部 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 企画経営室 

  ⑴～⑸ 〔略〕 

    〔新設〕 

  ⑹ 〔同左〕 

 

  ⑺ 〔同左〕 

  ⑻ 〔同左〕 

  

総務部 

  ⑴～⑶ 〔略〕 

  ⑷ 条例の立案、財産の管理、契約その

他他の室及び部に属しないこと。 

 区民部～都市整備部 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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【参考】組織条例の改正に伴う組織の見直し（案）（令和３年４月１日）

令和３年度（新） 令和２年度（旧）

企画経営室 企画経営室

（以下、省略）

行政経営担当 行政経営担当

政策担当 政策担当

ファシリティマネジメント
担当

公共施設マネジメント
担当


